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1 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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2 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

1● 業務の適正を確保するための体制

当社では業務の適正を確保するための体制として取締役会において以下のとおり基本方針
を定めております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

(1) 法令等の遵守が企業活動の前提であるとの認識のもと、取締役は当社並びに当社グル
ープ全般の法令遵守の徹底に率先して努める。取締役は、「取締役会規程」その他の
関連規則に基づき月1回定例開催される取締役会に出席し、取締役間の意思疎通を図
るとともに、相互にその職務執行の監視・監督にあたる。

(2) コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス規程」を定める。社長を委
員長とするコンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置し、コンプライアン
ス体制の整備及び維持を図り、必要に応じ、各担当部署にて規則・ガイドラインの策
定、研修の実施を行う。実施にあたってはコンプライアンス部を所管部署とする。

(3) 反社会的勢力排除のための体制整備に取り組み、グループ全役職員に反社会的勢力に
対しては毅然とした姿勢で臨み、不正、不当な要求に応じない旨を徹底する。

(4) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備・運用し、その有効性を適正に評
価する。

(5) 内部監査を担当する内部監査室は、法令等の遵守状況を監査し、取締役会に報告す
る。また、報告書の写しを常勤監査役に提出する。

(6) 当社並びに当社グループ各社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実に
ついての社内報告体制として、社外の弁護士、第三者機関等を直接の情報受領者とす
る内部通報制度を設置・運営する。その運営についてはコンプライアンス部がモニタ
リングする。

(7) 監査役は当社並びに当社グループの法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があ
ると認めるときは、意見を述べるとともに改善策の策定を取締役会に求めることがで
きる。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき保存媒体に応じて
適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、一定期間は閲覧可能な状
態を維持する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理体制を確立するため、「リスクマネジメント規程」を定めるとともに、各

種のリスクの予防を行うコンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置し、リ
スク管理の推進状況の把握と必要施策の立案などを行い、定期的に取締役会、グルー
プ経営会議に報告する。

(2) リスク発生の際の対策本部設置・情報管理等迅速に対応できる社内横断的な管理体制
の整備を行い、二次損害の拡大、再発の防止を図る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、月1回の定例開催の他必要に応じて適宜臨時に開催するものとし遅滞な

く重要案件を審議する体制を確保する。また事前にグループ経営会議において議論を
行い、この議論を経て取締役会による執行決定を行う。

(2) 取締役会の決定に基づく職務執行については、「業務分担規程」及び「職務権限規程」
等に基づき、役割分担や指揮命令関係等を通じて職務の効率的な遂行を図る。

⑤ 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制

(1) グループ経営理念をグループ会社全てに適用する。グループ各社はこれを基礎として
諸規程を定めるものとする。重要事項については、直接出資会社との間で締結する経
営管理契約に基づき、重要事項について当社の承認または当社への報告を求めること
で当社が適切に経営管理を行う。

(2) 「グループ会社管理規程」に基づき、グループ各社の管理並びに必要に応じてモニタリ
ングを行う。

(3) 当社の取締役は、グループ各社において、法令違反その他コンプライアンスに関する
重要な事項を発見した場合には、監査役に報告する。

(4) 当社の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、グループ各社にも必要に応じて内
部監査を実施する。また、グループ会社が実施した内部監査については、当該報告書
の写しの提出を受けモニタリングを行う。
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⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査役から求めがある場合、当社使用人から監査役補助者を任命する。監査役補助者
の人事考課は監査役会が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定
については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定し、取締役からの独立性を確保
する。

(2) 当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事す
る。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報
告に関する体制

(1) 取締役及び使用人は、監査役の求めにより、当社並びに当社グループの業務または業
績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告する。また、監査役はいつで
も必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
内部監査室の行った内部監査結果や「内部通報規程」に基づく通報状況について、監
査役に報告する。

(2) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合は、直ちに監
査役に報告する。

(3) 取締役及び使用人等が監査役に報告を行った場合、当該報告を行ったことを理由とし
て不利益な取り扱いを受けることを禁止する。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役が当社並びに当社グループの業務及び財産の状況の調査その他の監査職務を遂
行するにあたり、内部監査室から内部監査等の結果の報告を受けるとともに、必要に
応じ内部監査室に対して調査を求めることができる。監査役は内部監査室との緊密な
連携を保ち、効率的な監査を実施するための体制を確保する。

(2) 代表取締役は、監査役と定期的に会合をもち、当社並びに当社グループの対処すべき
課題などにつき意見交換を行い顧問弁護士等との連携を図れるよう協力する。

(3) 監査役の職務を執行する上で必要な費用は、請求により会社は速やかに支払う。
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2● 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社での上記の基本方針に基づく当事業年度での運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 取締役等の職務遂行が法令及び定款に適合すること（コンプライアンス体
制）の運用状況

当社及び当社グループは、法令遵守に加え社会倫理に基づいた行動について定めた
「行動憲章」を2015年11月に取締役会で決定しグループ全社に適用しています。
（https://holdings.macnica.co.jp/company/macnicaway.html）
当社は、「取締役会規程」等に基づき、取締役会における決議事項、報告事項などの

意思決定ルールを明確化しております。当事業年度においては、取締役会を毎月１回開
催し取締役、監査役が出席しています。
またグループ会社においても内部監査を実施し、その状況は当社内部監査室に報告さ

れ、当社内部監査室より取締役会及び監査役会に報告を行っております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社では「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録などの書類を適切に保存してお
ります。

③ 損失の危機の管理に関する規定その他の体制（リスクマネジメント体制）

当社グループ全般に係るリスク管理状況は、当社の「リスクマネジメント規程」に基
づきコンプライアンス部が取りまとめのうえ、半期毎に開催されるコンプライアンス・
リスクマネジメント委員会で報告されています。
災害発生時には、社長を最高責任者とする災害対策本部の設置を定め、二次災害の発

生を防ぐ体制としています。
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④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

社外取締役を含む取締役間、関係する従業員とは、議案や当社の課題につき適宜意見
交換を行っております。
当社は取締役会と同日にグループ経営会議を毎月開催しており、「グループ経営会議

規程」に基づく重要案件は事前にグループ経営会議で審議を行ったうえで取締役会の決
議を行う体制としております。また、当社は取締役会の諮問機関として、独立性・客観
性・透明性の高い手続き・審議を重視する観点から、社外取締役４名と非業務執行取締
役１名を委員とする指名・報酬諮問委員会を設け、代表取締役社長の選任、取締役・監
査役候補者の選定、各取締役・執行役員の報酬（株式報酬も含む）につき、取締役会に
答申することとしております。

⑤ 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制

当社はグループ全社の経営方針体系を改定し、上位概念として企業理念、パーパスを
定め、ビジョン、バリューと合わせてこれを適用しております。また、「グループ会社
管理規程」により、グループ会社の重要事項は当社への報告もしくは当社の承認が必要
とされており、グループ経営会議、取締役会で審議を行っております。

⑥ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と代表取締役は適宜意見交換を行っております。
常勤監査役は取締役会への出席の他、グループ経営会議等の重要会議にも出席し、監

査役会を通じて各監査役との連携をとっております。
また内部監査室より四半期ごとに内部監査結果の報告を受け、会計監査人とは四半期

ごとの定例報告会に加え連絡会等を随時行うことで、監査の実効性を確保しておりま
す。
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連結株主資本等変動計算書
（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 14,040 37,066 132,857 △872 183,091
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △9,389 △9,389
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 48,069 48,069

自 己 株 式 の 取 得 △5,003 △5,003
自 己 株 式 の 処 分 151 161 313
非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 △453 △453
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当 期 変 動 額 合 計 − △301 38,679 △4,842 33,536
当 期 末 残 高 14,040 36,764 171,537 △5,714 216,627
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（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

非支配
株主持分 純資産合計

その他
有価証
券評価
差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換
算調整
勘定

その他の包
括利益累計
額合計

当 期 首 残 高 333 38 16,329 16,701 7,969 207,762
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △9,389
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 48,069
自 己 株 式 の 取 得 △5,003
自 己 株 式 の 処 分 313
非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 △453
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額） 168 △132 10,949 10,985 4,136 15,121

当 期 変 動 額 合 計 168 △132 10,949 10,985 4,136 48,658
当 期 末 残 高 501 △93 27,279 27,686 12,106 256,420
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社は、次の38社であります。

主要な連結子会社の名称
㈱マクニカ
MACNICA CYTECH LIMITED
MACNICA CYTECH PTE.LTD.
MACNICA GALAXY INC.
ANSWER TECHNOLOGY CO., LTD.
MACNICA CHUNGJU CO., LTD.
MACNICA CYTECH (THAILAND) CO., LTD.
NETPOLEON SOLUTIONS PTE LTD
㈱グローセルは2024年３月６日の株式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。

なお、みなし取得日を当連結会計年度末としているため、当連結会計年度は貸借対照表のみ連結して
おります。

（2）非連結子会社は、11社であります。
主要な非連結子会社の名称
CROWDANALYTIX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

（3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由
非連結子会社はいずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連
結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用非連結子会社の数は、次の２社であります。

CROWDANALYTIX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED及びその子会社１社
（2）持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用していない非連結子会社９社（MACNICA KOREA, LIMITED他）及び関連会社６社は、
当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除い
ても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲
から除外しております。
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3. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しております。）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有
価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の
決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。ただし、当社の関係会社が
投資事業組合等を管理運営している場合は、当該組合等の損益項目の持分相当額を取り込む方法によ
っております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。
③ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法によっております。
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額
法によっております。
在外連結子会社は見積耐用年数に基づく定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３年〜61年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。
また、市場販売目的のソフトウェアについては、見込有効期間（３年）に基づく定額法によっており

ます。
③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度における負担額を計上しており

ます。
③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度における負担額を計上しておりま
す。
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（4）重要な収益及び費用の計上基準
集積回路及び電子デバイスその他事業、並びにネットワーク事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(集積回路及び電子デバイスその他事業)
主に集積回路及び電子デバイス製品の販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて商品及び製品

を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は顧客に商品及び製品を引き渡した時点で履行義
務を充足していると判断しているため、当該時点で収益を認識しております。なお、商品又は製品の国
内の販売においては、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期
間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、顧客への商品又は製品の販売における当
社の役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた
純額を収益として認識しております。
(ネットワーク事業)
主にハードウェア及びソフトウェア製品の販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて商品及び

製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は顧客に商品及び製品を引き渡した時点で履
行義務を充足していると判断しているため、当該時点で収益を認識しております。なお、商品又は製品
の国内の販売においては、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常
の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、サービス契約における役務の提供に
ついては、主に保守サービスであり、顧客との保守契約に基づいて契約期間中に保守サービスを提供す
る履行義務を負っております。当該履行義務は契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであ
り、時の経過に応じて履行義務を充足していると判断しております。そのため、顧客との契約期間で、
契約で定められた金額を均等に収益として認識しております。
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（5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、主として発生年度に全額を費用処理しております。

② 重要な外貨建資産又は負債等の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、当該子会社の決算日等の直物為替相場により円
貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換
算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

③ 重要なヘッジ会計の方法
（イ）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約・通貨オプション 外貨建予定取引
（ハ）ヘッジ方針

デリバティブ取引は、為替変動リスクをヘッジすることを目的としております。
（ニ）ヘッジの有効性評価の方法

為替予約取引及び通貨オプション取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件
が同一であり、高い相関関係があると考えられるため、有効性の評価を省略しております。

④ のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、投資効果の発現する期間を見積り、当該期間において均等償却をしております。

ただし、金額的に重要性がない場合には発生年度に一括償却しております。
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表示方法の変更に関する注記
連結損益計算書関係
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「商品補償費用」(前連結会計年度

339百万円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度より区分掲記しております。

会計上の見積りに関する注記
（重要な会計上の見積り）

棚卸資産の評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

商品 234,001百万円
棚卸資産評価損繰入額 2,362百万円（当該金額は売上原価に含まれております。）

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
商品に関する収益性の低下に基づく簿価の切下げの具体的方法は、正味売却価額と帳簿価額を比較

し、正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合に正味売却価額まで帳簿価額を切り下げる売価評価
減、商品の保有期間に基づいて一定金額まで帳簿価額を切り下げる滞留評価減及び将来の販売可能性の
見積りにより販売が見込めない場合に帳簿価額を切り下げる個別評価減の三種類であります。
このうち個別評価減は、商品が搭載される最終製品の需要予測、顧客の所要数量及び顧客からの受注

状況、仕入先への返品の実行可能性に基づき、商品の販売可能性を見積り、販売が見込めない数量につ
いては当該帳簿価額を切り下げ、その金額を評価損として計上しております。当社が取り扱う集積回
路、電子デバイス及びネットワーク関連商品は、技術革新や商品が搭載される製品の価格及びライフサ
イクルの変化が激しいため、重要な仮定である販売見込数量の見積りには不確実性を伴います。会計上
の見積りを行う上では、当該販売見込数量の見積り及び仮定は適切であると判断しておりますが、将来
の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度以降において追加
の損失が発生する可能性があります。
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連結貸借対照表に関する注記
1. 担保資産
（1）担保に供している資産
現金及び預金（注１） 63百万円
建物及び構築物（注２） 90百万円
土地（注２） 496百万円

（注１）輸入取引に関して生じる関税・消費税等の保証の担保に供しております。
（注２）以下債務の保証の担保に供しております。

（2）担保に係る債務
支払手形及び買掛金 ２百万円
その他（流動負債） 25百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 13,901百万円
3. その他

債権流動化に伴う買戻義務 4,881百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普 通 株 式 60,857,382株
2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当金額（円） 基準日 効力発生日

2023年６月28日
定時株主総会 普通株式 4,541 75.00 2023年３月31日 2023年６月29日

2023年10月30日
取締役会 普通株式 4,847 80.00 2023年９月30日 2023年12月４日

3. 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
2024年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し

ております。
① 配 当 金 の 総 額 7,198百万円
② １株当たり配当額 120.00円
③ 基 準 日 2024年３月31日
④ 効 力 発 生 日 2024年６月27日
なお、配当原資については利益剰余金とすることを予定しております。
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金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入
による方針であります。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取
引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リ

スクに関しては、当社グループの与信管理マニュアルに従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行
うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。また、グローバルに事業を
展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則
として外貨建ての営業債権について為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしておりま
す。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体（取引先企業）

の財務状況等を把握しております。
長期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に財務状況の把握を行っておりま

す。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。また、その

一部には、商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、原則とし
て外貨建ての営業債務について為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務、貸付金、借入金及び外貨建予定取引に係る為替の変

動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引及び通貨オプション取引であります。デリバテ
ィブ取引につきましては、取引権限等を定めたデリバティブ取引要領に基づき経営会議で基本方針を承
認し、これに従い経理財務部が取引を行っております。月次の取引実績は、経理財務部所管の役員及び
営業会議に報告しております。連結子会社についても、当社のデリバティブ取引要領に準じて、管理を
行っております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額2,725百万円）及び連結貸借対
照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資（連結貸借対照表計上額2,528
百万円）については、「その他有価証券」に含めておりません。なお、「時価の算定に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項の取扱いを適用しており、「金融商品の
時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第４項（１）に定める
事項を注記しておりません。
また「現金及び預金」については、「現金」は注記を省略しており、「預金」については短期間で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」については短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額
（1）有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 0 − △0
新株予約権 100 131 31
関連会社株式 168 2,368 2,200
その他有価証券 2,701 2,701 −

（2）長期貸付金 1,085 1,076 △9
（3）長期借入金（注１） 8,265 8,252 △12
（4）デリバティブ取引（注２） （668） （668） −
（注１）１年以内返済予定長期借入金を含んでおります。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権･債務は純額で表示しております。

3. 金融商品の時価の適切なレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。

レベル 1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル 2 の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル 3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 2,701 − − 2,701

資産計 2,701 − − 2,701
デリバティブ取引
通貨関連 − 668 − 668

負債計 − 668 − 668

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
新株予約権 − − 131 131
関連会社株式 2,368 − − 2,368

満期保有目的の債券
転換社債型新株予約権付社債 − − − −

長期貸付金 − 1,076 − 1,076
資産計 2,368 1,076 131 3,576

長期借入金 − 8,252 − 8,252
負債計 − 8,252 − 8,252

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。また、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約
権の時価の算定方法は、重要な観察できないインプットを用いて算定しており、レべル３の時価に
分類しております。

デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しており、レべル２の時価に

分類しております。
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長期貸付金
時価は、元利金の合計額を、新規に同様の貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値

により算定しているため、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値

により算定しているため、レベル２の時価に分類しております。
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収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(1) 財又はサービスの種類別の内訳

（単位：百万円）
報告セグメント

その他 合計集積回路及び電子
デバイスその他事業

ネットワーク
事業 計

集積回路 819,013 − 819,013 − 819,013
電子デバイス 51,692 − 51,692 − 51,692
ハードウェア − 15,023 15,023 − 15,023
ソフトウェア − 87,427 87,427 − 87,427
サービス − 18,464 18,464 − 18,464
その他 37,098 − 37,098 − 37,098
顧客との契約から生じ
る収益 907,803 120,914 1,028,718 1,028,718

外部顧客への売上高 907,803 120,914 1,028,718 1,028,718

(2) 地域ごとの情報
（単位：百万円）

報告セグメント
その他 合計集積回路及び電子

デバイスその他事業
ネットワーク

事業 計

日本 527,542 79,501 607,044 − 607,044
中国 161,048 0 161,048 − 161,048
その他 219,212 41,413 260,626 − 260,626
顧客との契約から生じ
る収益 907,803 120,914 1,028,718 − 1,028,718

外部顧客への売上高 907,803 120,914 1,028,718 − 1,028,718
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2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本とな

る重要な事項に関する注記等 3. 会計方針に関する事項（4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとお
りであります。
なお、当社の顧客との契約における支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融

要素は含まれておりません。
また、顧客との契約において約束された対価に重要なリベート及び返品等はありません。

3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等
契約資産については、主にネットワーク事業のソフトウェアにおけるライセンス供与において、顧客

との契約により未請求となっている権利となります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった
時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債については、主にネットワーク事業における顧客との保守サービス契約において、顧客から

受領した前受金となります。これらのサービスの提供に伴って履行義務は充足され契約負債は収益へ振
り替えられます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、7,619百

万円であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
集積回路及び電子デバイスその他事業における顧客への商品又は製品の販売に係る残存履行義務に配

分した取引価格の総額は当連結会計年度の期末時点で135,477百万円であります。当該履行義務は概ね
３年以内に履行される見込みであります。
ネットワーク事業における顧客との保守サービス契約に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額

は当連結会計年度の期末時点で6,852百万円であります。このうち約９割が３年以内に、約１割が３年
超に履行される見込みであります。
なお、集積回路及び電子デバイスその他事業、ネットワーク事業に係る残存履行義務のうち、当初に

予想される契約期間が１年以内の契約については、実務上の便法の規定を適用し当該金額には含めてお
りません。
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 4,072円90銭
１株当たり当期純利益 794円64銭

重要な後発事象に関する注記
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2024年５月７日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について

決議いたしました。

１. 株式分割について
(1) 株式分割の目的

当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、新NISA制度の導入等も背景に個人投資家の
皆さまがより投資しやすい環境を整え、当社株式の市場流動性の向上を図ることを目的としております。

(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
2024年９月30日（月）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する

当社普通株式を、１株につき３株の割合をもって分割いたします。

② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 60,857,382株
今回の分割により増加する株式数 121,714,764株
株式分割後の発行済株式総数 182,572,146株
株式分割後の発行可能株式総数 600,000,000株

③ 分割の日程
基準日公告日（予定日） 2024年９月13日（金）
基準日 2024年９月30日（月）
効力発生日 2024年10月１日（火）
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④ １株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりで

す。
前連結会計年度

(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)

当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

期中平均発行済株式数（自己株式を除く）（株） 185,128,446 181,477,968
１株当たり当期純利益（円） 221.63 264.88
１株当たり年間配当金（円） 46.67 66.67

前連結会計年度
(2023年３月31日)

当連結会計年度
(2024年３月31日)

期末発行済株式数（自己株式を除く) （株) 181,671,051 179,955,816
１株当たり純資産 (円) 1,099.75 1,357.63

２. 株式株式分割に伴う定款の一部変更について
(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2024年10月１日をもって、当社定款
第６条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容
（下線は変更部分を示します）

変更前 変更後
（発行可能株式総数）
第６条
当会社の発行可能株式総数は、200,000,000株
とする。

（発行可能株式総数）
第６条
当会社の発行可能株式総数は、600,000,000株とす
る。
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株主資本等変動計算書
（2023年４月１日から2024年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 14,040 6,540 51,215 57,756
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 −
当 期 純 利 益 −
自 己 株 式 の 取 得 −
自 己 株 式 の 処 分 151 151
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) −
当 期 変 動 額 合 計 − − 151 151

当 期 末 残 高 14,040 6,540 51,367 57,907
（単位：百万円）

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益
剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 13,758 13,758 △872 84,681 84,681
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △9,389 △9,389 △9,389 △9,389
当 期 純 利 益 19,502 19,502 19,502 19,502
自 己 株 式 の 取 得 − △5,003 △5,003 △5,003
自 己 株 式 の 処 分 − 161 313 313
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) − − −
当 期 変 動 額 合 計 10,113 10,113 △4,842 5,422 5,422

当 期 末 残 高 23,871 23,871 △5,714 90,104 90,104
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。

2. 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度における負担額を計上しております。

役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度における負担額を計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準
主な履行義務の内容は、連結子会社である㈱マクニカに対する経営管理・指導であります。
当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、契約期間にわたって期間均等額で契約に定められ

た、当社の人件費及びその他経費に一定の料率を乗じた金額を収益として認識しております。
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貸借対照表に関する注記
1. 保証債務

下記の関係会社の取引先に対する仕入債務に対し、債務保証を行っております。
㈱マクニカ 2,398百万円
MACNICA CYTECH PTE. LTD. 316百万円
MACNICA GALAXY INC. 316百万円
MACNICA AMERICAS,INC. 60百万円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分掲記したものを除く）
短 期 金 銭 債 権 108百万円
短 期 金 銭 債 務 2,977百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営 業 収 益 21,017百万円
営 業 費 用 134百万円
営業取引以外の取引高 86百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普 通 株 式 872,110株

税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な要因
賞与引当金、役員賞与引当金、株式報酬費用等であります。
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関連当事者との取引に関する注記
1. 子会社等

（単位：百万円）

種類 会社等の名称
資本金
又は
出資金

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関係内容
取引の
内容

取引
金額 科目 期末

残高役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

㈱マクニカ 11,194 所有
直接100.0 兼任７名

資金の支援
資金の貸
付
（注）1

411 関係会社
短期貸付金 20,262

経営管理・
指導

経営管理
料
（注）2

1,546 ― ―

債務保証 債務保証 2,398 ― ―

マクニカソリュー
ションズ㈱ 100 所有

間接100.0 兼任１名 資金の支援
資金の借
入及び寄
託
（注）1

39 関係会社
預り金 2,977

（注）１．資金の貸付又は借入及び寄託についてはCMS(キャッシュマネジメントシステム)による取引金額が
含まれており、取引金額は期中の平均残高を記載しております。

２．経営指導料の金額については、グループ会社経営管理のための当社の必要経費を基準として決定し
ております。
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2. 役員及び個人主要株主等
（単位：百万円）

属性 氏名

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額 科目 期末残高

役員

中島 潔 被所有
直接0.17

当社
取締役会長

金銭報酬債権の
現物出資（注） 17 ― ―

原 一将 被所有
直接0.11

当社
代表取締役社長

金銭報酬債権の
現物出資（注） 38 ― ―

三好 哲暢 被所有
直接0.06

当社
代表取締役副社長

金銭報酬債権の
現物出資（注） 26 ― ―

荒井 文彦 被所有
直接0.02

当社
取締役

金銭報酬債権の
現物出資（注） 14 ― ―

佐藤 剛正 被所有
直接0.06

当社
取締役

金銭報酬債権の
現物出資（注） 14 ― ―

SEU,
DAVID
DAEKYUNG
(スーデビッド
デイキャン)

被所有
直接0.05

当社
取締役

金銭報酬債権の
現物出資（注） 14 ― ―

西沢 英一 被所有
直接0.02

当社
取締役

金銭報酬債権の
現物出資（注） 7 ― ―

（注）譲渡制限付株式報酬に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものであります。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,502円11銭
１株当たり当期純利益 322円40銭
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収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、重要な会計方針に係る事項に関する注記

の「3. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

重要な後発事象に関する注記
「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更」につきましては、「連結注記表(重要な後発事象に関する注

記)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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